
 

四日市市告示第５７７号 

四日市市農業委員会委員候補者選考委員会設置要綱の一部を改正する要綱を次のよ

うに定める。 

令和７年１２月１０日 

                    四日市市長  森  智 広 

 

四日市市農業委員会委員候補者選考委員会設置要綱の一部を改正する要綱 

四日市市農業委員会委員候補者選考委員会設置要綱（平成２８年四日市市告示第５

４１号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この要綱は、農業委員会等に関

する法律（昭和２６年法律第８８号）

第９条第１項の規定により市長が農業

者、農業者が組織する団体その他の関

係者から推薦を受けた者又は募集によ

り応募した者のうちから四日市市農業

委員会の委員（以下「農業委員」とい

う。）候補者の選考について厳正かつ

適正を期するため、四日市市農業委員

会委員候補者選考委員会（以下「選考

委員会」という。）を設置することに

ついて必要な事項を定めるものとす

る。 

第１条 この要綱は、農業委員会等に関

する法律（昭和２６年法律第８８号。

以下「法」という。）第９条第１項の

規定により市長が農業者、農業者が組

織する団体その他の関係者（以下「農

業者等」という。）から推薦を受けた

者又は募集により応募した者のうちか

ら四日市市農業委員会の委員（以下

「農業委員」という。）候補者の選考

について厳正かつ適正を期するため、

四日市市農業委員会委員候補者選考委

員会（以下「選考委員会」という。）

を設置することについて必要な事項を

定めるものとする。 

（所掌事項） （所掌事項） 

第２条 選考委員会は、市長からの意見

聴取の求めに応じ、農業委員候補者を

選考し、市長に報告する。 

 

第２条 選考委員会の所掌事項は、次に

掲げるとおりとする。 



 (1) 市長から意見徴収の求めにより、

農業委員候補者を選考し、市長に報

告すること。 

 

（報酬の額） （報酬の額） 

第９条 委員の報酬は、日額８，２００

円とする。ただし、次に掲げる委員に

ついては、これを支給しないものとす

る。 

 (1)及び(2) （略） 

 

第９条 委員の報酬は、日額７，９００

円とする。ただし、次に掲げる委員に

ついては、これを支給しないものとす

る。 

 (1)及び(2) （略） 

 

附 則 

この要綱は、告示の日から施行する。 

（商工農水部農水振興課） 

 


